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４ 漁業経営 

 

解説 

 

 

ここには、「漁業経営統計調査」の結果から個人経営体（漁船漁業）に関する統計を掲載した。 

 

(1) 調査の概要 

ア 調査の目的 

海面漁業経営体の財産状況、収支状況、操業状況等の経営実態を明らかにし、水産行政等の推

進のための資料を整備することを目的とする。 

 

イ 調査の対象 

2018 年漁業センサス結果に基づく漁業経営体のうち、個人で海面漁業を営む専業又は第１種

兼業（注）の経営体で海面において主として動力漁船を用いて漁船漁業を営む経営体。 

注：第１種兼業とは、個人経営体として、過去１年間の収入が自家漁業以外の仕事からもあり、

かつ、自家漁業からの収入が自家漁業以外からの収入よりも大きかった場合をいう。 

 

ウ 調査期間 

毎年 1月１日から 12 月 31 日までの１年間 

 

エ 調査方法 

職員又は統計調査員が調査対象経営体に調査票を配布し、調査対象経営体が記入した調査票を

郵送又はオンラインにより回収した。ただし、郵送又はオンラインにより調査票を回収できない

場合には、職員又は統計調査員による回収、調査対象経営体に対する面接又は電話聞き取りによ

り行った。 

 

 

(2) 用語の解説 

経営主の平均年齢 自営漁業の漁獲作業の決定を行う等、常時、漁業における管理運営

の中心となっている人の年齢 

 

家族員数  経営主と同居し、生計を共にしている人数で、生計を共にしていれ

ば、家族以外の同居人も含む。 

 

事業所得  事業所得＝漁労所得＋漁労外事業所得 

 

 漁労所得 漁労所得＝漁労収入－漁労支出 

 

 漁労外事業所得  漁労外事業所得＝漁労外事業収入－漁労外事業支出 
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延べ労働時間 

 

 海上又は陸上作業に従事した労働時間の合計 

漁獲量  漁労作業によって得られた全ての水産動植物の数量を計上した。計

上の対象は、販売、自家用（加工及び食用）としたもののほか、労賃

の現物払いや物々交換、贈与したものを含み、廃棄したものは除いた。 

 

漁業投下固定資本  固定資産である土地、建物・構築物、船舶、漁網・はえ縄等の年始

めの現在価にそれぞれの漁業・養殖業への使用割合を乗じたものをい

う。 

 

漁労収入  漁労収入＝漁業生産物収入＋補助・補助金（漁業） 

 

 漁業生産物収入  自家漁業による漁獲物（魚類、貝類、その他の水産動植物類及び海

藻類）を販売（直売所での販売又は自家販売による収入を含む。）し

て得た現金及び現物仕向けの評価額。 

注：現物仕向けとは、雇用者への現物支給及び船内の食料費、他家へ

の贈与、物々交換、自家での消費、自家の水産加工業への仕向け等を

いう。 

 

漁労外事業収入  調査期間に漁業経営以外に経営体が兼営する水産加工業、遊漁船

業、民宿及び農業等の事業によって得られた収入のほか、漁業用生産

手段の一時的賃貸料のような漁業経営にとって付随的な収入も含む。 

なお、その他（漁業に関わるものを除く。）の制度受取金を含む。 

 

漁労支出  調査期間の自家漁業による漁獲・養殖業生産物の育成、販売等に要

した費用及び当年に負担すべき固定資産の減価償却費の合計である。 

 

漁労外事業支出  調査期間に漁業経営以外に経営体が兼営する水産加工業、遊漁船

業、民宿、農業等の事業に要した費用を計上した。 
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北海道

太平洋北区

日本海北区 太平洋北区

日本海西区

太平洋中区

瀬戸内海区

東シナ海区

太平洋南区

北海道

日本海北区

 北海道太平洋北区 ：①・②間に属する市区町村（太平洋側）

 太平洋北区 ：③・④間に属する市区町村

 太平洋中区 ：④・⑤間に属する市区町村

 太平洋南区 ：⑤・⑥間、⑦・⑧間及び⑨・⑩間に属する市区町村（太平洋側）

 北海道日本海北区 ：①・②間に属する市区町村（日本海側）

 日本海北区 ：③・⑭間に属する市区町村

 日本海西区 ：⑬・⑭間に属する市区町村

 東シナ海区 ：⑩・⑪間及び⑫・⑬間に属する市区町村（東シナ海側）並びに沖縄県

 瀬戸内海区 ：⑥・⑫間、⑦・⑧間及び⑨・⑪間に属する市区町村（瀬戸内海側）

① 北海道斜里郡斜里町と目梨郡羅臼町の境界

② 北海道松前郡松前町と福島町の境界

③ 青森県下北郡佐井村とむつ市の境界

④ 千葉県と茨城県の境界

⑤ 和歌山県と三重県の境界

⑥ 和歌山県日高郡美浜町と日高町の境界

⑦ 徳島県海部郡美波町と阿南市の境界

⑧ 愛媛県八幡浜市八幡浜漁業地区と川之石漁業地区の境界

⑨ 大分県大分市佐賀関漁業地区と神崎漁業地区の境界

⑩ 鹿児島県と宮崎県の境界

⑪ 福岡県北九州市旧門司漁業地区と田野浦漁業地区の境界

⑫ 山口県下関市下関漁業地区と壇ノ浦漁業地区の境界

⑬ 山口県と島根県の境界

⑭ 石川県と富山県の境界

 注：市町村については、令和３年1月1日現在である。
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